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【健やかでいきいきと暮らせる社会の形成】
　次世代育成支援については、「おきなわ子ども・子育て応援プラン」に基づ
き、地域における子育て支援や母子保健の推進及び不妊治療対策の充実、待機
児童の解消及び認可外保育施設の認可化の促進や利用児童の処遇向上を図るな
ど、子育て支援策の充実に取り組みます。
　また、ファミリー・サポート・センターの設置や事業所内保育施設の設置を
促進するとともに、ひとり親家庭等については、自立促進や生活の安定を図り
ます。
　児童虐待については、中央児童相談所八重山分室の設置等による相談支援体
制の機能強化を図るとともに、関係機関と連携し、未然防止や早期対応等に努
めます。
また、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続ける社会を目指し、市町
村の介護予防の取り組みへの支援や、介護サービスの質の向上に取り組むとと
もに、療養病床の再編に対応するため地域ケア整備構想（仮称）を策定します。
　さらに、かりゆし長寿大学校については、時代のニーズにあった効果的な事
業のあり方について検討を進めます。
　障害者の自立と社会参加を促進するため、障害者自立支援法の円滑な運用と、
バリアフリー化や障害者就業・生活支援センターの充実に努めます。

【安心して暮らせる保健医療の充実】
　保健医療については、医師等医療従事者の養成確保と併せ、保健医療計画
及び「健康おきなわ２０１０」の改定を行うとともに、医療費適正化計画を
策定し、患者・利用者の視点に立った医療の確保や予防対策の促進に取り組
みます。
　特に、「健康おきなわ２０１０」については、その内容を充実・強化し、
長寿世界一復活に向けたアクションプランとして位置づけ改定することによ
り、健康づくり運動の推進や生活習慣病の予防対策に、県民一体となって、
積極的に取り組みます。
　併せて、自殺予防・うつ対策について、関係機関と連携し、正しい知識の
普及啓発活動の強化を図るとともに、ＨＩＶ感染予防対策として、予防知識
の普及啓発や検査体制の整備等に努めます。
また、県立病院事業においては、効率的な事業運営に努めるとともに、高度・
特殊医療、救命・救急医療、離島医療支援等の医療サービスの提供、民間医
療機関等との適切な役割分担や医療連携などを進めます。
　さらに、女性患者のニーズ等を十分踏まえ、女性専用外来の設置について
検討を進めてまいります。
食の安全確保については、食の安全・安心条例を制定するとともに、食育に
ついては、食育推進計画に基づき、総合的、計画的に推進します。



介護保険の事業者及び施設
＜介護サービス情報＞

（介護サービスの内容及び運営状況に関する情報であって、要介護者等が適切かつ円滑に介護サービスを
利用することができる機会を確保するために公表されることが必要なものとして厚生労働省令で定める。）

＜基本情報（仮称）＞
○　基本的な事実情報であり、公表するだけ
　　で足りるもの

例えば、
　・事業所の職員体制
　・利用料金、特別な料金等

＜調査情報（仮称）＞
○　事実かどうかを客観的に調査することが
　　必要な情報

例えば、
　・介護サービスに関するマニュアルの有無
　・職員研修のガイドラインや実績の有無

指定調査機関
（県が指定）

報告内容について
事実かどうか調査

指定情報公表センター（県が指定）
＜介護サービス情報を公表＞

利用者（高齢者）
介護サービス情報に基づく比較検討を通じて、介護保険事業者を選択

そのまま報告
（年に１回程度）

報告（年に１回程度）

○介護サービス情報の公表

H19末改定 H19末改定 H20改定

保健医療計画
健康増進計画

（健康おきなわ2010）
介護保険事業支援計画

　　　　　　　　　　　　　相互に整合 相互に整合

・ 医療費の現状と分析（入院・入院外、一人当たり日数・一人当たり医療費、疾病分類別等

・ 平均在院日数の短縮に関する数値目標

・ 糖尿病等の有病者・予備群の減少に関する数値目標、健診・保健指導の実施率に関する数値目標

　 目標実現のための取組方策

・ その他地域における医療費適正化方策（重複頻回受診の是正等）

・ 医療費適正化の取組みを行うことによる医療費の見通し

・ 実施、検証、評価のサイクル

医　療　費　適　正　化　計　画　（H19策定、H20～24）
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【ともに支え合う社会の構築】
　ともに支え合う社会の構築に向け、女性の社会参画を促進するとともに、女
性の人材育成などに取り組みます。
　なお、県では、女性職員の幅広い分野への配置や管理職への積極的な登用に
努めます。
配偶者等からの暴力に対しては、関係機関と連携し、被害者等への相談・保
護・援助を充実するとともに、防止に向けた広報啓発や加害者対策を推進しま
す。
　また、ＮＰＯ等が行う社会貢献活動を促進するとともに、ＮＰＯ等と行政と
の協働を推進します。

【安全・安心な地域社会づくり】
　県民の安全・安心の確保については、県民総ぐるみで取り組む「ちゅらさん
運動」を推進し、自主防犯活動の活性化を図るとともに、地域全体で子どもの
安全を確保する体制づくりの促進などにより、犯罪のない安全で安心して暮ら
せる社会の実現に努めます。
　特に、県民が身近に不安を感じる街頭犯罪や侵入犯罪、歓楽街などにおける
対策を強化するとともに、不法投棄などの環境犯罪、暴力団や外国人犯罪の取
締り等に対応した治安対策を総合的に推進します。
　また、少年非行防止対策を強化するとともに、犯罪被害者等基本法を踏まえ
たきめ細かな被害者支援、ＤＶ・ストーカー事案など各種警察安全相談への迅
速・的確な対応、空き交番解消を含む交番機能の充実強化等に努めます。
　さらに、悪質商法等による消費者被害や多重債務などの消費生活相談に適切
かつ迅速に対応するとともに、啓発活動や消費者教育を推進します。
　特に、悪質事業者に対しては、事業者名の公表など厳正な処分を実施します。
　交通安全対策については、交通安全運動を強力に推進し、参加・体験型の交
通安全教育に努めるとともに、渋滞緩和対策を進めることにより、交通の安全
と円滑化を図ります。
　また、県民一人ひとりの交通安全意識を高めるとともに、徹底した交通取締
り等を実施することにより、飲酒運転撲滅対策及び迷惑・危険な暴走族対策を
推進し、交通事故の総量抑止に努めます。



ちゅらさん運動の推進状況

ちゅらさん運動

ちゅらひとづくり ちゅらまちづくり ちゅらゆいづくり

地域安全マップの作製、
少年の健全育成等を推進
します。

通学路、公園等の安全・
安心な環境対策を推進し
ます。

自主防犯活動の促進、地
域防犯リーダーの育成、
観光客の安全対策等を推
進します。

【危機管理・国民保護・消防防災】
　武力攻撃や大規模テロを含むあらゆる危機に対応するため、フォーラムの開催
等により危機管理意識の向上と危機管理体制の整備に努めるとともに、沖縄県国
民保護計画の普及・啓発等を図ります。
　また、消防防災についても、消防広域化に向けた取組を進めるほか、総合防災
訓練など防災対策を推進するとともに、引き続き、不発弾処理対策を実施します。

⑧地震・津波・
火災による被害

想定

①津波浸水　予測結果

被害想定

②基礎データの整理

１次災害

③建築物被害の想定
④堤防・護岸等海岸　

構造物被害の想定

⑤交通施設被
害の想定

⑥ライフライン
被害の想定

⑦通信施設被
害の想定

２次災害

⑨人的被害の想定 物的被害及び機能被害についてとりまとめる

⑩結果の整理

ハザードマップ作成のフロー




